
　令和５（2024）年版「厚生労働白書」によれば、日本は
少子高齢化社会に突入し、2008年の１億2,808万人を
ピークに人口減少に転じています。2022年の総人口
は約1億2,495万人ですが、2040年には1億1,284万
人となり、2070年には、8,700万人になると予測され
ています。また生産年齢人口である15歳から64歳ま
での人口は、総人口よりも先に減少しており、1995年
の8,726万人をピークに、2030年に7,310万人、
2040年に6,213万人、2070年に4,535万人まで減少
する見込みです。
　一方、日本に在留する外国人は、約341万人（2023
年12月末現在）であり増加しています。法的に届出が
義務付けられている外国人雇用の人数は約204万人
（2023年10月現在）と過去最大になっています。新型
コロナウィルス影響で出入国が制限されていた2020
年、2021年も外国人雇用は増加しており、働く外国人
への期待の高まりは大きいと言えます。介護分野にお
いても、外国人材の受け入れを実施している事業者は
増加傾向にあり、外国人を対象とする人材獲得が活発
化しています。政府の発表によれば、高齢化の進展に合
わせ、介護分野の人手不足が予測されていることもあ
り、ますます外国人材が求められるものと考えます。
　また医療分野でも外国人看護師が増加しています。
厚生労働省によれば、インドネシアやフィリピン、ベトナ
ムの３ケ国との経済連携協定に基づき、外国人看護師・
介護福祉士候補者の受入れを実施し、累計人数は３国
併せて6,400人を超えました。（令和元年８月末時点）
ただし、本受入れは、「看護・介護分野の労働力不足へ
の対応として行うものではなく、相手国からの強い要
望に基づき交渉した結果、経済活動の連携の強化の観
点から実施する」ものとされています。

　令和６年６月に外国人労働者の技能実習制度にかわ
り、新たに「育成就労制度」を設けることを柱とする改正
出入国管理法などが成立しました。今改正により誕生し
た「育成就労制度」と「技能実習生制度」の違い（概要）
は右記の通りです。

　外国人を雇用する場合は、「不法就労罪」や「不法就
労助長罪」に代表される法的なリスク対策に加え、外国
人の持つさまざまな文化的背景を理解する必要もあり
ます。また前述した「育成就労制度」では、原則、外国人
本人の意向による転籍が可能になります。従って今後、
外国人からも選ばれる法人経営が求められることにな
ります。
しかしながら、人材不足で悩んでいる中小・中堅法
人は、大規模法人に比べて、知名度も低く、従業員の
外国人に対する理解も浅く、外国人雇用の経験も少
ないと言えます。
　とは言え、手をこまねいていては、対策は進みませ
ん。そこで社内における外国人文化の理解醸成と外国
人雇用に積極的に取り組む姿勢をPRするため、社内外
に発信する「多文化経営宣言」や「多文化経営マネジメ
ント」の導入をお勧めします。
「多文化経営マネジメント」とは、「異文化経営マネ
ジメント」、「外国人雇用のリスクマネジメント」、国連が
採択した持続可能な開発目標（SDGs）のゴール８に繋
がる「ディーセントワーク（人
間らしい働きがいのある仕
事）」を統合的に取り組む人材
マネジメントシステムです。
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この数字は何を
表している
でしょうか？

　令和3年度の介護報酬改定により業務継続計
画（BCP：Business Continuity Plan）の策定・
研修・訓練が義務付けられました。また、3年間の
経過措置期間を経て令和6年度の介護報酬改定
により「業務継続計画未策定減算」が新設されま
した。厚生労働省社会保障審議会（介護給付費分
科会）が令和6年2月に公表したデータ＊による
と、介護サービス事業者の令和5年7月時点にお
ける感染症BCPの策定状況は、「策定完了」が
29.5％、「策定中」が54.8％、「未策定（未着手）」
が15.5％、自然災害BCPの策定状況は、「策定完
了」が27.0％、「策定中」が55.2％、「未策定（未着
手）」が17.0％でした（下図）。

　先に述べた業務継続計画未策定減算について
は基本的に1年間の経過措置期間が設けられて
いますが、既にBCPの策定自体に関する経過措
置期間は終了して完全義務化となっていること、
および今後BCPの未策定が判明し、基準を満た
さない場合は義務化開始時点（令和6年4月）ま
でさかのぼって減算が適用されることから、現時
点で策定が完了していない事業者においては早
急な対応が必要となります。
また、BCPは策定して終わりではなく、より実効
性をもたせるために定期的な見直しを行うこと
が非常に重要です。それでは、どのようにして
BCPを見直していけばよいのでしょうか？見直し
を行う際には、 BCPに関する取り組みとして「策
定」とともに義務化された「研修」と「訓練」を活か
すとよいでしょう。研修・訓練はともに年2回以上
（施設系）もしくは年1回以上（在宅系）の実施が
定められています（加えて研修は新規採用時にも
実施）。研修・訓練の実施時には、非常時の業務継
続に対する事前準備やBCP発動時の対応の周知
とその習熟に加え、策定したBCPの妥当性を検
証し、課題を洗い出すことが大切です。BCPの見
直しは、研修や訓練を通じて明らかになった課題
や不備を策定済のBCPの改善につなげ、「研修→
訓練→改善→研修→…」というサイクルを回すこ
とを意識して行うとよいでしょう。毎年の実施が
求められている研修と訓練を通じてBCPのブ
ラッシュアップを行い、その実効性の向上を図っ
ていきましょう。
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（２）多文化経営マネジメントの重要性

＜自然災害BCP策定状況＞
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出典：厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会「介護サービス
事業者における業務継続に向けた取組状況の把握及びICTの活用
状況に関する調査研究事業（結果概要）（案）」（令和6年2月）を基に、
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研にて作成

＊：厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会介護報酬改
定検証・研究委員会(第28回)「介護サービス事業者におけ
る業務継続に向けた取組状況の把握及びICTの活用状況
に関する調査研究事業（結果概要）（案）」（令和6年2月）
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/
001215253.pdf
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◆プロフィール

下記方式による転籍が可能
・「やむを得ない事情がある
場合」の転籍
・本人の意向による転籍

原則A1（N5等）（分野により
上乗せ可能） or 相当講習

原則通算３年（「特定技能」へ
の移行を想定）
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